
クマ出没対策を実施します 

 

令和３年７月に発生したクマによる人身被害を踏まえ、令和４年７月をクマ被害防止強化月間として赤城南麓の出没や目撃情報があっ

た地区を重点地区としてパトロールを行いましたが、令和５年度も継続して市民への注意喚起のための対策を実施します。 

 

１ 監視強化と対応 

（１）期間 

令和５年７月３日（月）から１０月３１日（火）まで 

（２）対象地区 

芳賀、大胡、宮城、粕川及び富士見の５地区 

（参考） 

地区別目撃情報件数 

 芳賀 大胡 宮城 粕川 富士見 計 

令和３年度 ０ ０ ８ ８ ２ １８ 

令和４年度 ０ ０ ５ ４ １ １０ 

令和５年度 ０ ０ ７ １ ３ １１ 

計 ０ ０ ２０ １３ ６ ３９ 

令和３年度、宮城地区８件のうち２件は人身被害。 

    令和５年度、６月４日現在の状況 

（３）未然防止対策 

ア）市職員（公用車）によるパトロール

  月・水・金曜日：農政部、農業委員会事務局、４支所職員 

イ）猟友会による見回りの強化 

わな見回り時にクマの痕跡や足跡等の発見に努める 



ウ）ＩＯＴカメラによる監視 

クマが被写体として撮影された場合は、速やかに情報発信 

エ）まえばしシティエフエム、前橋市公式 LINE による発信 

（４）出没時の対応 

ア）市、警察、猟友会による現地パトロール（一定期間継続して巡回） 

イ）近隣の学校、保育所等への連絡（おれんじメール等により出没地区の児童保護者等へ注意喚起） 

ウ）出没や目撃、痕跡情報を「まちの安全ひろメール」等で情報発信、前橋市ＨＰ「クマの出没」マップに掲載 

エ）出没場所等に注意喚起掲示物を設置 

オ）クマが住宅地に出没した場合、上記ア）からエ）の他に、 

警察…交通規制、防災危機管理課…市民へ情報提供（防災無線）、市民協働課、４支所…自治会へ情報提供、 

消防…地元分団とパトロールを実施 

【猟友会】                【ＩＯＴカメラに撮影されたクマ】    【注意喚起掲示物】 

 

（５）パトロール隊出発式 

ア）日 時：７月３日（月）１５：００ 

イ）会 場：宮城支所 

ウ）参加者：群馬県、警察、猟友会、市の関係者 

 



２ 緩衝帯の整備 

手入れがされていない草木や立木等の間伐、伐採を行い、見通しを良くすることで野生鳥獣の潜み場をなくし、住宅地や農地への出

没や侵入を抑制する。 

（１）令和５年度予定 

柏倉町地内 面積は概ね 105,000 ㎡程度を予定 

（参考）令和４年度実績 粕川町室沢地内２箇所、柏倉町地内１箇所 延べ 140,657 ㎡ 

令和３年度実績 苗ヶ島町地内２箇所 延べ 121,874 ㎡ 

【緩衝帯整備前】             【緩衝帯整備後】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ ドローンを活用した鳥獣対策の研究 

大型野生動物対策として、県ではドローンの活用を検討している。ドローンは今後活用の場面が増えると考えられることから、鳥獣

対策における活用施策を研究する。 

 

 

 

 

担 当 農政課有害鳥獣対策係     
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